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はじめに 

 

「広川水系河川整備計画」は、長期的な整備の方針として平成  年  月に策定された

「広川水系河川整備基本方針」に沿って、今後概ね 20 年で計画的に実施する河川工事の目的、

種類、場所等の具体的事項を示した計画である。 

広川水系では、過去から幾度となく洪水被害に見舞われ、特に、昭和 28年 7 月の集中豪雨

では既往最大規模の洪水により広川全域で未曾有の被害が発生していることから、将来的に

はこれらと同規模の洪水に対応することとしている。 

しかしながら、広川本川では今なお、堤防整備や河道断面の確保等が必要な区間が多く残

されていることから、本計画では、既往最大洪水の次に大きな昭和 50年 8 月洪水と同規模の

洪水において家屋浸水被害が発生しないよう河川整備を行うことで、早期に一定の整備効果

を発現させることとしたものである。 

なお、本計画は、社会状況、自然環境及び河道状況等の変化や、新たな知見等により見直

しの必要が生じた場合は、適宜見直しを行うものとする。 
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第１章 広川水系の流域及び河川の概要 

1.1 流域の概要 

1.1.1 地形 

広川
ひろかわ

は、その源を白馬
し ら ま

山脈（標高 664.5m）に発し、蛇行しながらほぼ南西に流れ、落合付

近で北西方向に流路を変え、中村川、柳
やな

瀬川
せ が わ

などの支川と合流しながら紀伊水道に注ぐ、流

域面積 52.5km2、幹川流路延長約 18.7km の二級河川である。 

流域は、和歌山県広川町
ひろがわちょう

の 1町からなる。 

流域の地形は、南東部に白馬山脈が走り、そのなだらかな山稜
さんりょう

は、長者ケ峰
ちょうじゃがみね

、小山越
お や まご え

、藤
ふじ

滝
たき

越
ごえ

、権
ごん

保
ぼ

越
ごえ

を含み、東西に渡り、白崎
しらさき

まで延びている。白馬
し ら ま

山脈と異なる方向には、鹿
しし

ケ
が

瀬
せ

峠のある鹿瀬
ししがせ

山脈や地蔵
じ ぞ う

峰
みね

がそびえ、海岸部までつづく丘陵性の山脈がある。また、下流域

には沖積平野が形成されている。 
河口部は埋め立てによる人工的な河川であり、川幅はおおむね 60m 程度で、上流にいくに

つれて川幅が狭くなり、上流では 20m 程度である。また、河口から 1.0km までの河床勾配は

1/400程度であるが、それより上流は1/100～1/150 の急勾配であり、堰が多数設置されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 広川流域図 
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Cmr
泥岩基質中に砂岩、チャート、石灰岩、

緑色岩などの岩塊を伴う混在岩

Hat 砂岩・泥岩互層

Hal 砂岩・泥岩互層

Hss 砂岩

Hch チャート

Hms 泥岩（緑色岩・チャート・砂岩及び

Caf 砂岩・泥岩

Ccg
ｓf

礫岩・砂岩

ab 砂・泥

an 礫・砂

1.1.2 地質 

流域の地質は、河口から 3km までは、第四期
だ い よん き

完
かん

新世
しんせい

に広川によって運搬された土砂の堆積

により形成された砂・泥および礫・砂が分布している。また、3km より上流の山地のうち、

広川ＩＣ付近より北側は秩父帯
ち ち ぶた い

が、南側は四万十帯
し ま ん と た い

の堆積岩類が広く分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 広川流域の地質図 

 

 
 

1.1.3 気候 

流域の気候は、瀬戸内気候に属し、年平均気候は御坊
ご ぼ う

観測所で約16.5℃となっており、全

般的に温暖な地域である。年降水量は、下流部の湯浅
ゆ あ さ

観測所で約 1,700mm であり、我が国の

平均値（1,700mm 程度）と同程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：近畿地方土木地質図 H15 

出典： 

和歌山の河川 

図 4 年降水量分布図 

湯浅観測所 

［湯浅観測所］ 

図 3 年降水量・年平均気温 
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1.1.4 歴史・文化・観光 

流域を通っている熊野
く ま の

参詣
さんけい

道
みち

紀伊
き い

路
じ

は、広川に沿って蜜柑畑や集落の間を縫うように進

み、鹿ヶ瀬
し か が せ

峠
とうげ

を越えて日高郡日高町に向かっている。その中には、国指定史跡で熊野九十

九王子の一つである河瀬
ご の せ

王子
お う じ

跡、鹿ヶ瀬峠の茶屋跡、山腹の斜面をつづら折に続く古道が

含まれている。大峠
おおとうげ

に至る一部約 700ｍは、和歌山県の文化財「鹿ヶ瀬峠」に指定されて

いる。 

また、観光に関しては、ダム周辺の桜やホタルが乱舞する川として有名であり、県外か

らの観光客も多く訪れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広川ダムの桜 

出典：広川町ホームページ 

出典：広川町歴史的風致維持向上計画 

ホタル 

鹿ヶ瀬峠 河瀬王子跡 

図 5 広川流域の歴史・文化・観光 

しかがせとうげ ごのせ 
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1.1.5 土地利用 

流域の土地利用は、山地が約 88.2%を占めており、水田が約 3.0%、畑・原野が約 7.5％、

市街地が約 1.3％となっている。 

 

1.1.6 人口 

流域（広川町）の人口は 7,224 人で減少傾向にあり、昭和 55年から約２割減少している。 

また、世帯数については、ほぼ横ばいとなっている。 

 

1.1.7 産業 

広川流域の産業別就業者数は、第１次産業及び第２次産業は年々減 

少、第３次産業は年々増加している状況であり、近年では第３次産業 

が最も多く、次いで第１次産業となっている。 

流域では温州ミカン（有田ミカン）などの柑橘類を中心に、キウイ 

やブドウなど果実の栽培、水稲栽培、またバラやカーネーション、 

オモトや千両、黒竹
くろちく

といった花卉
か き

・花木
か ぼ く

栽培などの農業が行われてい 

る。 

 

 

1.1.8 交通 

広川の下流域から中流域を南北に、国道 42 号と湯浅御坊道路
ゆ あ さ ご ぼ う ど う ろ

が走り、中流域から上流域

には広川に沿って主要地方道広川川辺
ひろがわかわべ

線が流域内をつないでいる。また、河口部には JR 紀

勢本線が通っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーネーション 

ミカン 

図 6 広川町の特産品 
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年度 日　時
床下

浸水

床上

浸水

S28（1953） 7/18（集中豪雨） 175.5※ － － －

S44（1969） 6/20～7/14（梅雨前線豪雨） 89.6 600.00 199 5

S47（1972） 8/17～8/22（豪雨） 75.6 12.40 4

S49（1974） 7/1～7/12（台風8号及び豪雨） 80.0 2.60 12

S50（1975） 8/5～8/25（豪雨及び暴風雨） 174.3 5.20 72 3 ○

H13（2001） 9/1～9/8（豪雨） 105.7 0.03 1

H15（2003） 8/6～8/10（台風10号） 143.8 2.40 12 ○

H19（2007） 7/5～7/17（梅雨前線豪雨及び台風4号） 137.7 0.25 15 ○

H23（2011） 8/30～9/7（台風12号及び豪雨） 108.1 0.11 ○

H27（2015） 7/16～7/18（台風11号） 179.4 7.00 1 ○

※7.18水害誌、気象庁資料より推定

洪水

調節

広川

河川名
発生時期

浸水面積

（ha）

被災家屋棟数
雨量

（mm/5h）

第２章 広川水系の現状と課題 

2.1 治水の現状と課題 

2.1.1 過去の洪水被害の概要 

広川流域では、過去、台風や集中豪雨などで度々洪水が発生し、甚大な被害を受けてきた。 

昭和 28 年 7 月に起こった猛烈な集中豪雨による大水害により、壊滅的な被害を被った。 
近年では、平成 15 年 8 月の台風 10 号や平成 27 年 7 月の台風第 11 号等により浸水被害が発

生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 広川水系における主な洪水と被害状況 
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2.1.2 治水事業の沿革 

広川における治水事業については、昭和 28年 7月の大水害を契機に、治水ダムの建設に着

手し、昭和 50年 3月に広川ダムが完成している。 

現在は、平成 8年より堤防改修事業を実施しているところである。 

 

2.1.3 治水の現状と課題 

広川では、平成 8 年より堤防改修事業を実施しているところであるが、未だに流下能力の

低い区間があり、平成 15 年 8 月洪水、平成 27 年 7 月洪水等においても浸水被害が発生して

いる。そのため、今後も治水安全度の向上による浸水被害の軽減を図る必要がある。 

また、整備途上段階や施設能力以上の洪水、整備目標流量を上回るような洪水が発生した

場合でも被害を最小限とするため、平成 20 年に水位周知河川に指定し、洪水浸水想定区域の

公表など、防災情報の充実を図っているところであるが、今後も、水位情報の的確な周知や、

避難行動支援等のためのソフト対策を充実させ、住民の防災意識向上のための啓発を実施し

ていく必要がある。さらに、堤防の背後地には人口や資産が集積している箇所があること  

から、堤防の弱点箇所を把握した上で、堤防の安全性確保のための強化対策を実施していく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 広川の現況 

大滝橋上流（4.5k 付近） 

広橋下流（0.3k 付近） 名島橋下流（1.3k 付近） 

妙見橋上流（7.0k 付近） 
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2.2 河川利用の現状と課題 

2.2.1 利水の現状と課題 

河川水の利用については、許可水利が 4件、慣行水利が 21件あり、水道用水や農業用水と

して利用されている。主なものとしては、許可水利である源五郎
げ ん ごろ う

井堰
い せ き

、井前
い ま え

井関
い せ き

、大井堰
お お いせ き

な

どがある。また、広川では、近年、しろかき期の河川流量は確保されており、過去に大きな

渇水被害は生じていない。 

広川の豊かな水がもたらす、水と緑の豊かな河川環境を確保しながら、これまでも地域の

発展に寄与してきた広川の水利用を維持するために、今後も継続的な水利用の実態の把握に

努め、渇水時でも円滑な利用を可能とするための関係機関との調整を行う必要がある。 

 

2.2.2 河川空間利用の現状と課題 

(1) 漁業 

広川水系においては、内水面の漁業権は設定されていないが、河口部においては、保全グ

ループによるアユの放流が行われいている。 

 

(2) その他 

また、河川空間の利用について、河口部では毎年「シロウオまつり」が開催され、広川の

風物詩として地域住民の交流の場となっており、県内外からも多くの観光客が訪れる。 

さらに、広川ダム周辺では春には約 1,000 本の桜が咲き乱れ、花見客で賑わい、桜を見な

がら歩く「さくらウォーク」というイベントも開催されている。 

 

2.3 河川環境の現状と課題 

2.3.1 水質の現状と課題 

広川の水質について、環境基準は設定されていないが、新広橋地点の生物化学的酸素要求

量（BOD）について、調査を開始した平成 19 年以降、環境基準Ａ類型（BOD75%値 2.0mg/l 以

下）を満足している状況である。 

図 8 広川における BOD(75%値)の経年変化 
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  2.3.2 動植物の生息・生育環境の現状と課題 

(1) 植物 

広川流域には、良好な景観や野生生物の生息環境が多く残されており、上流の山付き部に

はアラカシが優占する常緑広葉樹林が、低水路には礫河原やツルヨシ群落、ススキ群落が分

布する。ダム湖にではモウソウチクやアラカシの河畔林、堆砂域にヤナギ林が発達する。ダ

ム下流中流域までは、内岸砂州で礫河原やツルヨシ群落が、河畔の一部には竹林やエノキを

中心とした落葉広葉樹林がみられる。河口付近には、一部まとまったヨシ原や礫干潟が特徴

的に分布する。重要種としては、中流域ではコギシギシが、中流域から下流域にかけてカワ

ヂシャが確認されている。 

 

(2) 魚類 

魚類は、広川ダムから中村川合流部までのダム下上流域では渓流環境を好むカワムツや流

れの穏やかな環境を好むオイカワなどの他、ギギ、アカザ、ルリヨシノボリ、オオヨシノボ

リなどの重要種が確認されている。中村川合流部より源五郎井堰までの中流域ではカワムツ、

オイカワ、アユなどの他、ドジョウ、ギギ、ルリヨシノボリなどの重要種が確認されている。

源五郎井堰から河口までの下流域では、重要種としてシロウオが確認されている。 

底生動物は、広川下流域でヨシ原やその周辺の転石地においてウミニナ、フトヘナタリガ

イ、チゴイワガニ、ハクセンシオマネキなどの重要種が確認されている。ダム上山間地から

中流域にかけてゲンジボタルの生息地が点在しており、地元中学生によるゲンジボタルの保

護活動も行われている。 

 

(3) 鳥類 

鳥類は、ダム下上流域や中流域では渓流を代表する種であるカワセミやカワガラスが確認

されている。また、ダム上山間地からダム下上流域にかけて森林性のアオゲラ、トラツグミ、

アカハラなども確認されている。 

 

(4) 重要種等 

広川水系において確認された主な動植物は 523 種である。そのうち重要種は、植物 3 種、

底生動物 16 種、魚類 8 種、鳥類 19 種である。また、外来種は、植物の 1 種と、鳥類の 1 種

である。 
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  2.3.3 河川環境保全・整備に関する現状と課題 

河口から広川ダムの区間では、取水堰による湛水域が断続的に分布し、蛇行に伴う砂州、

瀬淵がみられる。広川ダムより上流では、瀬が比較的長く続いて連続性が保たれており、多

くの貴重な動植物が生息している。 

一方で、地域の自然環境や生態系に影響を与える外来種が確認されており、良好な自然環

境を保全するため、外来種の拡大抑制に努め、在来種の生育・生息環境の保全が必要である。 

 

2.3.4 地域住民と連携の現状と課題 

広川流域では、地元自治会を中心として組織される河川愛護会により、草刈りや清掃活動

が精力的に行われている。平成 28 年度には 1団体の河川愛護活動が行われており、今後とも

継続的な支援が必要である。 

 

2.4 維持管理に関する現状と課題 

広川は水位周知河川に指定されており、河口から広川町町井関地区までの区間（約 4.8km）

において作成された浸水想定区域図では、平地部で浸水が想定されている。 

このため、維持管理に当たっては、流下能力の低下の要因となる土砂堆積状況、樹木の繁

茂状況及び堤防・護岸の強度等河川管理施設の状態を重点的に確認し、異常が認められた場

合には、現状の河川環境の保全に努め、早急に対策を行なう必要がある。 

河川維持管理には、地域住民や関係機関との連携・協力が不可欠であることから、その体

制づくりを推進するとともに、今後も、自然豊かな環境と河川景観に配慮し、河川美化、水

質事故対応等に努める必要がある。 

図 9 広川の河川環境 

シロウオ 

カワヂシャ 

カワガラス 
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 第３章 広川水系河川整備計画の目標に関する事項 

3.1 河川整備計画の対象区間 

二級河川広川水系の河川のうち、和歌山県知事が管理する全区間を対象とする。 

 

3.2 河川整備計画の対象期間 

本河川整備計画の対象期間は、計画策定から概ね 20 年とする。 

なお、本河川整備計画は、現時点での流域の社会状況、自然状況、河道状況に基づき策定す

るものであり、策定後の状況変化や新たな知見・技術の進歩等によって、適宜、見直しを行う

ものとする。 

 

3.3 河川整備計画の目標に関する事項 

3.3.1 洪水等による災害の発生防止又は軽減に関する目標 

広川では、過去から幾度となく洪水被害に見舞われており、昭和 28 年 7 月の集中豪雨では

既往最大の洪水により未曾有の被害が発生した。この水害を契機に治水ダムの建設に着手し、

昭和 50 年 3 月に広川ダムが完成している。 

また、平成 8 年より堤防改修事業を実施しているところであるが、現在においても堤防の

整備や河積が十分でないことから、流下能力が不十分な箇所が残されており、昭和 28年 7月

洪水と同規模の洪水を安全に流せるようにするには相当の長期間が必要となる。 

このため、広川の洪水対策は、将来的には既往最大洪水である昭和 28 年 7月洪水と同規模

の洪水を安全に流下させることを目標とするが、相当の長期間が必要となることから、早期

に一定の整備効果を発現させるための段階的な整備として、既往最大洪水の次に大きな昭和

50 年 8 月洪水と同規模の洪水に対して、家屋浸水被害が生じることがないよう治水安全度の

向上を図る。また、今後の地震・津波対策においても、必要に応じ最新の知見を反映し、柔

軟な対応を行う。 

 さらに、整備途上段階における施設能力以上の洪水や計画規模を超える洪水が発生した場

合でも被害を最小限に抑えるため、情報連絡体制及び警戒避難態勢の整備、水防時における

地域住民の自主防災意識の向上等、総合的な被害軽減対策を関係機関や地域住民と連携して

推進する。 

 また、堤防点検を行い、必要に応じて堤防の安全性確保のための強化対策を実施する。 

 

3.3.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

河川水の利用に関しては、渇水による被害報告はないが、引き続き河川流況の把握に努め

る。また、渇水時の被害を最小限に抑えるため、円滑な渇水調整と関係者への適切な情報提

供が行われるように、関係機関及び利水者との連携を強化する。 
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3.3.3 河川環境の整備と保全に関する目標 

(1) 水質 

河川の利用状況、沿川地域の水利用状況、現況の環境を考慮し、関係機関との連携、調整

及び地域住民との連携を図りながら、現状の良好な水質の保全に努める。水質事故に際して

は、関係機関との情報共有及び現地での対応を迅速に行うことにより被害の拡大防止に努め

る。 

 

(2) 動植物の生息・生育環境 

河川整備にあたっては、瀬・淵の連続構造や自然河岸をできるだけ保全するとともに、自

然な透水性と空隙、植生をもった構造とするなど、多様な動植物の生息・生育の場として良

好な環境の保全及び周辺との調和に努める。特に、河口部においては重要種である「シロウ

オ」が生息していることから、整備にあたってはシロウオの遡上並びに産卵環境の保全に配

慮し、可能な限り瀬・淵等の河川環境の維持・復元に努める。 

 

(3) 河川利用 

対象河川は田園地帯や集落部を流れる区間が多く、河川空間は人と自然がふれあえる貴重

な空間である。このため、河川特性等を考慮のうえ、水辺に近づきやすい工夫等に努める。

また、関係機関と連携しつつ、河川利用者のモラル向上に向けた啓発活動を行い、不法占用

やゴミの不法投棄等の不法行為に対し適切な処置を行う。 

 

(4) 地域住民との連携 

良好な景観の維持・形成については、広川の歴史的空間や美しい景観資源の保全と活用を

図るとともに、治水や沿川の土地利用状況などと調和した水辺空間の維持・形成に努める。 

地域住民の憩いの場としてイベントやリクリエーション等に利用されることを踏まえ、広

川流域の歴史、文化や河川に関する情報を地域住民と幅広く共有し、住民参加による河川清

掃、河川愛護活動を推進する。 
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第４章 河川の整備の実施に関する事項 

4.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される   

河川管理施設の機能の概要 

4.1.1 治水を目的とする河川工事 

広川流域に大きな被害をもたらした昭和 50 年 8 月洪水と同規模の洪水（基準地点：名島  

流量 400m3/s）に対して、家屋浸水被害が生じることのないよう、計画区間について河川整

備を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 広川水系河川整備計画目標流量配分図 

 

河川整備の実施に際しては、瀬・淵の保全や水際の植生の創出など、生態系にとって良好

な自然環境に配慮し、河積の確保のため河道掘削や堤防の整備等を行う。 

   また、築堤区間については堤防点検を行い、洪水時の破壊回避のため、必要に応じて堤防

の補強を行う。 

河川整備の実施にあたっては、自然環境や周辺景観に十分配慮し、地域住民との調整を  

行うほか、必要に応じて関係機関との協議、学識経験者からの意見聴取を行う。 

河川整備の実施に関する概要は表 2、図 11、図 12のとおりである。 

 

 

表 2 河川整備の概要 

河川名 整備延長 整備区間 整備内容 整備目的 

広川 4.5km 0.3k～4.8k 

河道掘削 

堤防の整備 

堰の改修 

流下能力の 

向上対策 

 

 

 

 

 

 

※河道掘削と同時に堰の改修を伴う場合もある 

■ 　：基準地点
単位：m³/s
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図 10 計画的に河川工事を実施する区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 標準横断図 

距離標：1.2k 

距離標：2.0k 

河道掘削 

河道掘削 

堤防の整備 

堤防の整備 

H.W.L 

H.W.L 

柳瀬橋 

名島橋 

広橋 

【整備内容】 

堤防の整備 

0.0k 

1.0k 

5.0k 

3.0k 

4.0k 

2.0k 

堰の改修 

 

 

 

殿井橋 

新広橋 

新柳瀬橋 

広川 IC 

整備区間 

河道掘削 

L=4.5km 
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4.2 河川の維持の目的、種類及び施工の場所 

4.2.1 河川維持の目的 

河川の維持に関しては、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持

及び、河川環境の整備と保全の観点から、河川の有する環境機能、オープンスペースとして

の機能、レクリエーション機能、防災機能等の多面的な機能を十分発揮できるように、具体

的な維持管理内容を定めた維持管理計画(案)に基づき、定期的な巡視及び点検を行い、さら

に地域住民とのパートナーシップを維持して適切に管理を行っていくため、河川愛護活動を

積極的に支援するように努める。また、河川での不法投棄・不法占用等が認められる場合は、

流域自治体や関係機関と連携し、指導や啓発を行う等適切な処理を行う。 

 

4.2.2 河川維持の種類及び施行の場所 

(1) 河道の維持 

河川の巡視や住民からの情報提供を通して、河道内において、土砂堆積や草木等の繁茂に

よって川の流れが阻害されないかを点検した結果、治水上問題があると判断した場合には、

本支川・上下流のバランス、瀬・淵の保全や水際の植生の創出といった自然環境や河床変動

に伴う河道の安定性等を考慮しながら、河床掘削や障害物の除去等による流下阻害対策を行

い、洪水時等に河川の疎通機能を十分に発揮できるよう河道断面の維持に努める。 

また、計画的に河川工事を実施する区間外においても、必要に応じて局部的な改良工事を

実施し、洪水等により被災した場合には直ちに復旧を行うなど、状況に即した適切な対応に

努める。 

 

(2) 河川管理施設の維持 

堤防、護岸等の河川管理施設については、洪水等に対して所要の機能が発揮されるよう、

平常時の巡視や点検時に施設の損傷等の確認に努め、機能の低下を防止するための修繕（長

寿命化等）を行うとともに、施設自体の質的低下を防止するための補修等の対策を行う。 

また、河川愛護活動を積極的に支援する等、地域住民との連携を図り、堤防法面の除草等

の日常管理に努める。 

 

(3) 許可工作物の指導・監督 

堰や橋梁などの許可工作物の新設や改築・修繕等により、治水上の安全性や、流水の正常

な機能を損なうことがないように、また、河川環境に配慮して水生生物などの生息・生育環

境への影響が最小限となるように許可工作物の管理者への指導・監督を行う。 
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(4) 水量・水質の保全 

関係機関との連携のもと、水資源の合理的な利用や水量・水質の保全の促進のため、水利

用の現状を把握するとともに、経年的な水位や水質の観測データを収集し、水量や水質の現

状を把握するよう努める。 

水質について、流入負荷軽減に向け、発生源の対策、河川環境保全の意識の啓発など自治

体・地域と協働し、水質の保全に努める。また、水質事故が発生した場合は、関係機関や地

域住民等との連携により早期発見に努めるとともに、事故の状況把握、関係機関への連絡、

河川や水質の監視、事故処理等、関係機関と協力して、事故原因者に対して速やかに処理を

実施するように求める。 

 

(5) 河川利用 

河川敷及び水辺の安全点検を実施し、現状の把握に努めるとともに、危険箇所については

注意喚起の看板設置等、必要な対策を実施する。除草や清掃活動は、地域住民、河川愛護団

体と連携・協力し実施する。 

 

4.3 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

4.3.1 地震・津波対策 

今後発生が懸念される東海・東南海・南海３連動地震等に備え、必要に応じ最新の知見を

反映し、柔軟に対応していく。 

 

4.3.2 河川情報の提供による水防活動や避難行動の支援 

近年の気象状況では、局地的な集中豪雨が多発しており、整備途上段階で現況流下能力以

上の洪水や整備目標流量を上回るような洪水が発生した場合に、甚大な被害が予想される。

人命、資産などの被害を最小限にとどめるには、流下能力向上のための河川改修などのハー

ド面の整備だけでなく、住民一人ひとりが地域の水防体制の必要性と内容を理解するととも

に、自主的な避難行動を行うことが重要である。 

そのため、流域自治体、地域住民等と密接な連絡や協力を保ち、降雨時の雨量・水位等に

関する情報を幅広く収集し、インターネットや地上デジタル放送で提供していることについ

て住民周知を図り、確実に情報提供することによって水防活動や避難行動を支援し、被害の

軽減に努める。 

さらに、災害情報の伝達体制や避難誘導体制の充実、住民の防災意識の向上等のソフト面

での防災対策として、想定し得る最大規模の洪水に対する洪水浸水想定区域図を作成すると

ともに、市町が作成する洪水ハザードマップの普及を支援するなど、平常時からの防災意識

の向上と自主的な避難の心構えを養い、災害時における住民の円滑かつ迅速な避難が行われ

るよう努める。 
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4.3.3 流域における取り組みへの支援等 

広川水系の河川の治水、利水、環境に対する意識や理解の向上を図るため、県のホームペ

ージや各種イベント等を通じて、河川に関する広報活動を強化するとともに、河川愛護月間

等における広報活動を通じて、河川愛護、河川美化等の啓発を強化する。 

また、良好な河川環境を保全するため、地域団体等が自主的に行う清掃、除草及び緑化等

の活動を支援する河川愛護会制度やスマイルリバー事業を推進するとともに、水系内河川の 

水害や自然環境に関する事項を含め、水辺を活かした子どもたちの総合学習等の支援を行う

ため、地域住民や関係機関と連携した取り組みを進める。 

 

4.3.4 地域や関係機関との連携等に関する事項 

事業の実施においては、河川と地域の関わりなどに配慮しつつ、治水、利水、環境の目標

が早期に達成されるよう、地域住民との調整や関係機関との協議を行う。また、事業完了後

の維持管理においても、河川情報の共有、地域団体等が自主的に行う清掃活動等の支援、  

必要に応じて維持管理手法の調整など地域住民等との協働・連携に努める。 

 

4.3.5 森林保全 

河川への雨水の流出増加を抑制する観点から流域の森林が適正に保全されるように、森林

行政の関係機関、関係自治体、住民を始めとする多様な主体が行う森林保全に向けた取り組

み等と連携を図るとともに、森林保全の啓発や開発許可制度の運用に協力していく。 


